
県有財産貸付に係る一般競争入札参加者募集要項 
 
 県有財産貸付の一般競争入札への参加申込みにあたっては、この募集要項及び別添契約書

（案）の記載事項を承知するとともに、物件説明書等を参考に必ず現地を確認した上でお申し

込みください。 
１ 貸付物件 

土地の表示 
物   件   名 大分市舞鶴町所在県有地 
所 在 地（地番） 大分市舞鶴町１丁目３７番２ 
地   目（公簿） 宅地 
面    積  （㎡） 259.43 ㎡（公簿） 

 

貸付期間 

 令和７年７月１日から令和１２年６月３０日まで（５年間） 

 

【物件の事前確認について】 

（１） 現地説明会について 

   ・現地説明会は開催しません。 
   ・この募集要項及び「物件説明書」は貸付物件の概要です。入札参加申込みを行う前に、

必ず申込者ご自身において、現地及び利用等に係る諸規制に関する調査確認を行って

ください。 
（２）物件の引渡し・返還 
   ・物件は現況のままで貸付を行います。 
   ・図面と現況が相違している場合、現況が優先します。 
   ・雑草の草刈、工作物の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外を問わず、

一切大分県では行いません。 
   ・貸付期間内であれば敷地内の工作物を撤去することが可能です。事前に県有財産経営

室に「原形変更承認申請書」の届け出を行ってください。なお、返還時に撤去した工

作物の原形回復を求めない場合があります。 
   ・貸付期間内であれば敷地内に新たに工作物を設置することが可能です。返還時には設

置した工作物は撤去し、原形回復を行ってください。大分県では補修や上下水道、電

気及び都市ガスなど供給処理施設の引込工事等の実施、これらに必要な費用の負担、

供給施設への負担金の支出等は一切行いませんので、関係機関及び供給処理施設にお

問い合わせのうえ、各自で対応してください。 
いずれも事前に県有財産経営室に「原形変更承認申請書」の届け出を行ってください。

返還時において、原形回復が極めて困難と思われる内容は設置を許可できない場合が

あります。 
   ・地下埋設物及び地盤に関する調査、電波障害の調査は行っておりません。 
２ 入札参加の申込方法 



（１）提出書類 
      申込書等：一般競争入札参加申込書 
        誓約書 
        役員等一覧（法人の場合） 
 注１）申込者の住所、氏名について、個人の場合は住民票記載のものを、法人の場合は、法 
    人登記簿謄本（現在事項全部証明書）記載のものを、正確に記入してください。 
 注２）申込書の使用目的は、具体的に記載してください。 
    例：◯◯会社社員駐車場◯台及び資材置場 
      ◯◯会社および□□会社来客者駐車場計◯台（表示板をフェンスに設置） 
 
（２）申込先及び申込方法 
   ①申込先  
       〔所属名〕 大分県総務部県有財産経営室 
       〔郵便番号・住所〕 〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号 
       〔電話番号・ＦＡＸ番号〕 TEL097-506-2972 FAX097-506-1830 
   ②申込方法 
    上記申込先に持参又は郵送（一般書留又は簡易書留）で申し込んでください。 
  注）郵送の場合、下記申込期限〔令和７年６月１０日（火）午後５時〕までに必着とし、提

出書類に不備等がある場合は期限内に修正すること。 
（３）受付期間（申込期限） 
      令和７年５月２３日（金）から令和７年６月１０日（火）まで 
   〔受付時間〕午前９時から午後５時まで 
       ただし、土曜・日曜の閉庁日を除きます。 

注）申込期限までに一般競争入札参加申込がない場合は、入札を中止します。 
（４）契約条項を示す場所及び日時 
      契約書、位置図、写真等は、前記（２）の申込先に前記（３）の受付期間まで備え   

ております。また、大分県ホームページにも同じものを掲載します。 
（５）提出書類等の指定 
   入札参加申込及び入札に必要な書類については大分県ホームページで掲載しております

ので、県が指定するものを使用してください。また、前記（４）と同じ場所と期間で配布

しております。 
 

３ 入札参加者の資格 
  次の各項目のいずれかに該当する場合は入札に参加できません。 
  また、県有財産を貸し付ける際の入札参加資格確認のため、申込者（法人の場合は役員等

を含む）が暴力団関係者でないことを大分県警察本部に照会しますので、ご了承ください。 
（１）一般競争入札参加申込書を期限までに提出していない者 
（２）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
（３）破産者で復権を得ない者 
（４）次のいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者 



   ①契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 

    数量に関して不正の行為をした者 

      ②競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を 

    害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

   ③落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

   ④地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執 

    務の執行を妨げた者 

      ⑤正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

   ⑥契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 

    虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

   ⑦①から⑥までのいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者を代理人、 

    支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（５）自己又は自己の役員等（注）が、次のいずれかに該当する者である場合又は次の各号に 

  掲げる者が、その経営に実質的に関与している場合 
  （注）役員等とは、法人の役員及び役員以外の者で支店又は営業所を代表する者をいう。 
   ①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

    第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
   ②暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
   ③暴力団員が役員となっている事業者 
   ④暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 
   ⑤暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等 

    を締結している者 
⑥暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 
⑦暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難され

る関係を有している者 
⑧暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

４ 無効申込み 
  次のいずれかに該当する申込みは、無効となります。 
   ①入札参加者として資格がない者のした申込み 
   ②所定の申込書によらない申込み 
   ③住所・氏名の記入漏れ、押印漏れ、その他申込み要件を認定しがたい申込み 
   ④前各号に定めるものを除くほか、売却担当課・室において特に指定した事項に違反 

    した申込み 
 
５ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時  令和７年６月１８日（水）午前１０時００分 
                ※受付は午前９時５０分から午前１０時００分まで 
（２）場 所  大分市大手町３丁目１番１号 
                 大分県庁舎本館４階 ４１会議室 



                 ※受付は同会議室 
（３）その他  ①郵便による入札は認めません。 
                ②入札、開札は、引き続いて行います。 
        ③受付時間は厳守です。遅れた方の入札参加は認められません。 
        ④入札場には、申込者又はその代理人のみ入場できます（１業者１名のみ） 
 
６ 入札当日必要なもの 
（１）入札保証金 
    入札の際には、見積金額の１００分の５以上の入札保証金を県に納付しなければな 

りません。 
  納付は、現金、電子交換所に加盟する金融機関が振り出した〔自己宛小切手〕又は 

銀行等〔※１〕の保証のいずれかに限ります。 
  入札保証金は、その受け入れ期間に係る利息は付けません。また、入札保証金は第 

１５条の契約保証金の一部に充当することができます。 
 

※「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）」

第３条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労

働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資

銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合 
 
（２）その他入札に必要なもの 
      ①代理人が入札に参加する場合は、委任状を提出してください。 
 

７ 契約の締結 
  契約書は、県が定めた県有財産賃貸借契約書により、落札決定通知を受けた日から７日以

内に提出してください。契約に要する費用は、落札者の負担となります。 
  なお、７日以内に契約の締結に必要な書類が提出されない場合は、契約予定者としての権 

利を失うものとします。 
 
８ 契約保証金 
  契約書類の提出と同時に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金（現金、電子交換

所に加盟する金融機関が振り出した〔自己宛小切手〕又は銀行等〔※１〕の保証）を県に納

付しなければなりません。契約保証金は、その受け入れ期間に係る利息は付けません。 
 

９ 貸付料の納入 
    貸付料は、契約締結後、県が発行する納入通知書に記載された期限までに納入しなければ

なりません。 
 
 
  



１０ 公序良俗に反する使用等の禁止 
  次の各号に掲げる事項を禁止します。 

① 県の書面による許可を受けずに、第三者へ転貸すること。 
② 暴力団の事務所その他これに類するものの用に供すること、又はこれらの用に供され

ることを知りながら第三者へ使用させること。 
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供する

こと、又はこれらの用に供されることを知りながら第三者へ使用させること。 
 
１１ その他 
    この要項に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、大分県会計規則、大分県 

契約事務規則その他の法令等に従って県が決定するものとします。 


